
Ｑ４ 特別支援学級

うに考えればいいですか
 
１ 考え方 
  

小学校や中学校の通常の学級の各学年

 や各教科などの授業時数は、学校教育法

 施行規則に標準が示されています。

特別支援学級の授業時数は特別支援学

 校の学習指導要領を参考にします。

             

２ 総授業時数 

   

特別支援学級の総授業時数

 及び中学校の各学年の総授業時数に準じ

 ます。 

   

３ 知的障害を除く特別支援学級の各教科等
   

各教科、道徳、外国語活動、

中学校の各学年の各教科等

の授業時数に基づき、子ども

たちの障害の状態や発達の

段階等を考慮して適切に定

めます。 

 

  自立活動の年間授業時数

 についても、子どもたちの障

 害の状態に応じて、適切に定

 めます。 

 

  例えば、小学校の特別支援

学級においては、各学年とも

に各教科、道徳、外国語活動

（第５・６学年）、総合的な

学習の時間（第３学年以上）特別活動並びに自立活動を設定する必要があります。ある教科

が０時間であったり、自立活動などが設定されていな

教育課程として十分なものではありません。

 

４ 知的障害特別支援学級の授業時数
   

知的障害特別支援学級の授業時数についても特別支援学校の学習指導要領を参考にしま

す。知的障害者を教育する場合は各教科

授業時数を適切に定める必要があります。

 

知的障害の特性から各教科等

「遊びの指導」、「生活単元学習」、「作業学習」を中心に教育課程を編成する場合が多く
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あります。 

これらの指導の形態は、各教科、道徳、外国語活動、特別活動及び自立活動の目標や内容

の全部又は一部を合わせて指導するものです。 

 

  総合的な学習の時間は

各教科等を合わせる対象

になっていませんので、

授業時数を適切に定めて

実施する必要があります。 

  また、小学校の知的障

害特別支援学級でも、小

学校に設置されている学

級の一つということから、

第３学年から設ける必要

があります。 

  なお、外国語活動につ

いても、第５、６学年か

ら設ける必要がありま

す。 

 

５ 弾力的な１単位時間や時間割の編成 

    

特別支援学校小学部又は中学部の各教科等の授業は、年間３５週（小学部１学年について

は３４週）以上にわたって行うように計画します。ただし、各教科等（中学部においては、

特別活動を除く）や学習活動の特質に応じ効果的な場合には、夏季、冬季、学年末等の休業

日の期間に授業日を設定する場合を含め、これらの授業を特定の期間に行うことができます。 

授業の１単位時間は、各学年の年間総授業時数を確保しながら、子どもたちの障害の状態

や発達段階及び各教科等や学習活動の特質を考慮して適切に定めます。なお、中学部におい

ては、１０分間程度の短い時間を単位として特定の教科の指導を行う場合において、当該教

科を担当する教師がその指導内容の決定や指導の成果の把握と活用等を責任をもって行う

体制が整備されているときは、その時間を当該教科の年間授業時数に含めることができます。 
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